
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度監査結果報告について 

 

「令和３年度 監査報告書(財務監査結果報告)」を、本日、監査委員が市長に提出しま

した。 

 

１ 監査の対象 

主として令和２年４月１日から令和３年８月31日までに執行された次の事務等に

ついて監査を実施 

(1) 経理事務関係 

温暖化対策統括本部など22局本部を対象に、「検査事務」、「支出事務」及び「物

品管理事務」について実施 

(2) 工事関係 

全18区、環境創造局など８局を対象に、「工事監理」及び「工事の安全管理」に

ついて実施 

 

２ 監査の結果 

監査項目等 経理事務関係 工事関係 計 

指摘事項注１ 12 事例(317 件) 36 事例(88 件) 48 事例(405 件) 

意 見注２ ３件 １件 ４件 

注１ 違法・不当な事項であり改善が必要なもの、又は経済性、効率性及び有効性の観点から改善が
必要なもの。事例の数は、指摘事項に該当する行為について、同様の行為を１事例としてカウン
トしたもの。同様の行為が複数発生しても事例数は１となる。 

注２ 監査委員が指摘事項等を踏まえ改善に向けて付す見解、又は監査の対象範囲にかかわらず
組織及び運営の合理化に向けて付す見解 

 

 ※ 詳細は別添「令和３年度 監査報告書（財務監査結果報告）」（冊子）及び「令

和３年度財務監査結果報告」（A3判）参照 

 

 

 

お問合せ先 

監査事務局財務監査課長 佐倉 康之  Tel 045-671-3362 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 1 7 日 
監査事務局財務監査課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



令和３年度財務監査結果報告 

 
 
 
 
 
１ 監査の概要 

⑴ 監査対象 

主として令和２年４月１日から令和３年８月31日までに執行した事務等について、次

の区局本部を対象に監査を実施 

経理事務関係・・・温暖化対策統括本部など22局本部を対象に、「検査事務」、「支出事務」

及び「物品管理事務」について実施 

工事関係・・・・・全18区、環境創造局など８局を対象に、「工事監理」及び「工事の安全

管理」について実施 

⑵ 監査結果 

監査項目等 経理事務関係 工事関係 計 

指摘事項注１ 12 事例(317 件) 36 事例(88 件) 48 事例(405 件) 

意 見注２ ３件 １件 ４件 
   注１･･･違法・不当な事項であり改善が必要なもの、又は経済性、効率性及び有効性の観点から改善が 

必要なもの。事例の数は、指摘事項に該当する行為について、同様の行為を１事例としてカウント 
したもの。同様の行為が複数発生しても事例数は１となる。 

   注２･･･監査委員が指摘事項等を踏まえ改善に向けて付す見解、又は監査の対象範囲にかかわらず組織 
及び運営の合理化に向けて付す見解 

 
ア 経理事務関係の主な指摘事項 

・検査事務において、契約に係る起案担当者が検査員を兼務するなど不適正な事
例が見受けられた。 

・支出事務において、定められた支払期限後に支払っていた事例が見受けられた。 
・物品管理事務において、購入した物品が物品管理簿に登載されていなかったな

ど不適正な事例が見受けられた。 
 イ 工事関係の主な指摘事項 

・工事監理において、施工体制台帳等の整備などに関する不適切な事例が見受けら
れた。 

・工事の安全管理において、高所作業での墜落防止対策などに関する不適切な事
例が見受けられた。  

２ 今回の監査の特徴(P.4) 

今回の監査では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、できる
限り接触機会の低減を図ることが求められ、また、新型コロナウイルス感染症対
応のための応援体制による区局本部の業務負担に配慮する必要があった。このた
め、事務局職員が各所属に赴いての調査は実施せず、システムデータや各課から
提出された書類等で監査が可能な項目を監査対象とすることとした。 
一方で、経理事務関係の監査では、令和２年４月から内部統制制度が導入され

たことを踏まえ、今回の監査対象である検査、支出及び物品管理の各事務が指摘
対象課において財務リスクとして認識されていたかを試行的に確認するなど、内
部統制制度を念頭に置いた監査を行った。 
工事関係の監査では、今回は委託に係る監査を行わなかったものの、工事の監

査対象を約 400 件とすることで、例年と同規模の監査を行った。 

 

 

 

 

３ 監査結果を踏まえて(P.4) 

 

４ 再発防止のために果たすべき役割(P.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 監査結果に対する措置の取組(P.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

経理事務関係では、今回も依然として知識不足や確認不足、誤入力などに起因
する不適正な事例が見受けられた。区局本部の各課においては、今回の監査の結
果を自分事として捉え、同様の誤りが繰り返されることがないよう対策を講じら
れたい。 

工事関係では、監督業務に当たっての必要な知識や認識などが不足しているこ
とが要因と考えられる不適切な事例が見受けられた。公共工事において、発注者
である本市には、「契約の適正な履行の確保」、「工事の品質の確保」、「事故の防
止」等を確実に進めることが求められる。ついては、常日頃から監督員に対する
組織的な人材育成に取り組むよう努められたい。 

毎年度の財務監査等で同様の指摘が繰り返されているが、事務処理の誤りをな
くすためには、職員、各課及び制度所管課がそれぞれの役割を果たすことが必要
である。 
職員は、業務に必要な知識やスキルを、マニュアル、研修等を活用することな

どによって自ら習得し、着実かつ適切に業務を遂行すること。 
各課は、責任職による点検・進捗管理を行うなど担当者に任せきりにしない体

制を構築すること、また、課内研修などにより職員のスキルアップを図ること。 
制度所管課は、所管する制度の見直しにより事務処理の誤りを防ぐことができ

る部分がないか検証し、必要であれば見直しを行うこと、また、制度について効
果的な周知を行うこと。さらに、契約、支出、物品管理など一連の経理事務の制
度所管課が複数にわたる場合には、制度所管課ごとにマニュアルが存在している
と一連の事務の流れが分かりづらいなどの課題があるため、それぞれの制度所管
課が連携し、実際に事務を行う各課の立場に立った対策を検討されたい。 

これまでの財務監査等では、指摘事項に対する各区局本部の改善措置への取組
の報告を監査期間中に求めていた。これは、指摘事項に対する改善措置の取組に
ついて、翌年度に先送りすることなく、迅速に取り組むことを目的としたもので
あったが、十分な再発防止策を講じるという点では期間が短く課題もあった。そ
こで、毎年度同様の指摘が繰り返されているという実態や、内部統制制度が導入
されたことを踏まえ、今回の監査から、監査終了後に一定の時間をかけて十分な
原因分析と実効性のある改善措置への取組を行うことができるよう見直しを行っ
た。ついては、各区局本部においては、実効性のある再発防止策を講じられた
い。 
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